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令和５年度税制改正に関する提言 

 

令和４年 10 月 27 日 

全国都道府県議会議長会 

 

地方税財源の充実確保全般について 

 

１ 新型コロナウイルスの感染状況は落ち着きつつあるものの、オミクロン株対応のワクチ

ン接種など、引き続き、感染防止対策に取り組む必要がある。 

また、ロシアのウクライナ侵略による原油価格・物価の高騰が続くことが想定され、今

後の状況によっては、住民生活を守るための施策の実施による地方の財政支出が拡大する

ことが懸念される。 

こうした中でも地方は、少子高齢化が進行する中での充実した社会保障サービスの提供、

地方創生・人口減少対策、疲弊した地域経済の回復と活性化、デジタル社会の実現、防災・

減災対策等増大する地域の諸課題に責任を持って対応していく必要があることから、地方

財政計画に新型コロナウイルス感染症収束後の再拡大防止に備えた体制整備など、今後も

増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般

財源総額を確保すること。 

 

２ 地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮

できるよう、その総額を確保すること。 

また、臨時財政対策債に頼らず、安定的にその総額を確保できるよう、法定率の引上げ

を含めた抜本的な改革を行うこと。 

 

個別項目について 

 

１ 地域経済の発展を図るため、賃金の引上げについては、一定程度なされてきたが、今後

も物価上昇が続くものと見込まれることもあり、企業における賃上げを促進するための税

財政上の支援の抜本的強化を図ること。 

 

２ 企業の地方移転を推進するため、地方拠点強化税制を拡充すること。 

 

３ 自動車関係諸税の見直しに当たっては、電気自動車の比重が大きくなる中、自動車税が

財産税的な性格を有することも念頭に、引き続き、地方公共団体にとって道路の整備・維

持管理に関する財政需要が高いことから必要な財源を確保し、地方財政に影響を与えない

よう留意すること。 

 

４ 電気供給業、ガス供給業などに対する法人事業税の収入金額課税は、受益に応じた負担

を求める外形課税として定着し、地方税収の安定化に大きく貢献しているとともに、電気

事業は大規模発電施設等、ガス事業は液化ガス貯蓄設備等を有し、事業活動に当たり多大

な行政サービスを受益していることから、現行制度を堅持すること。 
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５ 森林環境譲与税については、これまでの取組の実態を踏まえ、より効果的に活用される

よう、森林整備が必要な自治体に手厚く配分するなど譲与基準の在り方について検討する

こと。 

 

６ 固定資産税については、令和４年度における土地に係る固定資産税の負担調整措置に関

し、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の 2.5％までとした新たな特例措置を令

和４年度限りとするとともに、令和５年度は負担の均衡化に向けた既定の負担調整措置を

確実に実施すること。 

 

７ ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理、ゴルフ場から排出される

ごみ処理、地すべり対策等の災害防止対策等、特有の行政需要に対応していること、また、

その税収の７割が所在市町村に交付金として交付されており、特に財源に乏しい中山間地

域の当該市町村にとっては貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。 

 

８ 施設が立地する市町村における財政上の影響等を考慮し、基地交付金等の所要額を確保

すること。 

 

９ 大規模災害発生時における被災地方公共団体に対する寄付金については、税額控除額の

算定における「個人住民税所得割の額の２割」という限度額を時限的に引き上げるなど、

被災地方公共団体の復興に役立つよう制度を充実すること。 

 

10 国際観光旅客税については、これまでも地方公共団体が観光資源の魅力向上等に対し、

様々な取組を行っていること等を踏まえ、その税収の一定割合を、自由度が高く創意工夫

を活かせる交付金等により地方に配分すること。 


